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■福岡市 経済観光文化局 投資交流推進部 企業誘致課
〒810-8620 福岡市中央区天神１丁目８－１
Tel：092-711-4849 Fax：092-733-5901 E-mail：invest@city.fukuoka.lg.jp
HP：http://www.city.fukuoka.lg.jp/keizai/k-yuchi/business/ckz.html

東京23区

拡充型
東京23区以外から福岡市への移転
又は、福岡市内の本社機能を拡充

東京23区から福岡市への移転移転型

福岡市 地方拠点強化税制 検索

福岡市内の本社機能を拡充 又は 福岡市内に本社機能を移転する場合

固定資産税の軽減措置(３年間)のほか法人税等の優遇措置が受けられます。

２ 主な要件
① 福岡県知事より、令和１０年３月３１日までに、本社機能の整備計画（地方活力向上地域等特
定業務施設整備計画）の認定を受けていること
＜主な認定要件＞
・移転･拡充（新･増設）のための整備が行われること
・整備期間中に、本社機能の従業員数が５人（中小企業１人）以上増加すること

② 新・増設する本社機能の用に供する家屋等（建物、付属設備、構築物）、機械及び装置、器具
備品等の取得価額合計が、3,800万円（中小企業1,900万円）以上

１ 市税の優遇内容
対象資産にかかる固定資産税の税率（通常１.４％）を３年間優遇

※対象資産：本社機能の用に供される家屋等及び機械装置、及びその敷地である土地

■本社機能とは
・調査・企画部門、情報処理部門、研究開発部門、国際事業部門、管理部門（総務、経理、人事等）、情報

サービス事業部門で複数の事務所に対する業務または全社的な業務を行う部門
・研究所、研究所で重要な役割を担うもの

１年目 2年目 3年目

優遇後の税率
（優遇内容）

０
（課税免除）

０.３５％
（通常の１／４）

０.７％
（通常の１／２）

３ その他
この他にも、国税（法人税）、県税（事業税、不動産取得税）等の優遇や、県や福岡市の交付金の
対象になる場合がございます。詳細はお気軽にお問い合わせください。

福岡市内の企業も
ご利用いただけます。

（中小企業は要件緩和あり）

市内企業も対象！
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